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■
山
中
保
育
園
で
臨
時
職
員

０
歳
児
保
育
の
補
助
、
育
児
タ

イ
ム
取
得
職
員
の
代
替
。

◆
勤
務

fl
月
〜
金
曜
日
午
後
５

時
〜
６
時
15
分
（
10
月
ご
ろ
ま

で
）、
‡
火
、金
曜
日
午
後
４
時
〜

６
時
30
分
（
７
月
以
降
は
午
後
５

時
〜
６
時
30
分
、
10
月
ご
ろ
ま

で
）。

◆
時
給

午
後
４
時
〜
５
時
は
940

円
〜
１
千
20
円
、
午
後
５
時
以
降

は
１
千
175
円
〜
１
千
275
円
。

▼
山
中
保
育
園
（
上
連
雀
７
―
19

―
１
―
100
）
ò
40
―
７
５
４
２
へ

直
接
電
話
連
絡
の
上
、
履
歴
書
を

持
参
す
る
。

■
社
会
福
祉
法
人

三
鷹
市
社
会
福
祉
事
業
団
で

職
員
を
（
４
職
種
）

勤
務
は
い
ず
れ
も
市
内
の
三
鷹

市
福
祉
施
設
で
。
年
齢
は
平
成
16

年
４
月
１
日
現
在
。

◆
母
子
生
活
支
援
施
設
施
設
長

（
管
理
職
１
人
）

55
歳
未
満
で
児
童
福
祉
施
設
３

年
以
上
経
験
者
。
週
平
均
５
日

（
40
時
間
）
勤
務
。

◆
看
護
職
（
正
職
員
１
人
）

50
歳
未
満
で
正
・
准
看
護
師
免

許
保
有
者
。週
平
均
40
時
間
勤
務
。

◆
介
護
支
援
専
門
員
（
契
約
職
員

１
人
）

50
歳
未
満
の
介
護
支
援
専
門
員

有
資
格
者
で
正
・
准
看
護
師
免
許

保
有
者
。
週
32
時
間
勤
務
。

◆
介
護
職
（
契
約
職
員
２
人
）

50
歳
未
満
の
方
。
週
平
均
32
時

間
勤
務
。

▼
５
月
６
日
œ
か
ら
の
平
日
午
前

９
時
〜
午
後
５
時
、
所
定
の
用
紙

で
本
人
が
直
接
同
事
業
団
（
牟
礼

６
―
12
―
30
）
へ
申
し
込
む
。

く
わ
し
く
は
同
事
業
団
ò
44
―

５
２
１
１
へ
。

■
芸
術
文
化
振
興
財
団
で

展
覧
会
の

臨
時
職
員
（
登
録
制
）
を

展
覧
会
の
入
場
券
な
ど
の
販

売
・
受
付
、
場
内
監
視
な
ど
。

◆
応
募
資
格

18
歳
以
上
で
年
３

回
（
１
回
は
35
日
前
後
）
の
展
覧

会
期
中
、
休
館
日
（
原
則
月
曜
日
）

を
除
く
全
期
間
勤
務
で
き
る
方

◆
勤
務

火
〜
日
曜
日
の
fl
早

番
＝
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

15
分
、
‡
遅
番
＝
午
後
４
時
10
分

〜
午
後
８
時
10
分
、
三
鷹
市
美
術

ギ
ャ
ラ
リ
U
ま
た
は
三
鷹
市
芸
術

文
化
セ
ン
タ
U
で
。

お
り
、
平
成
17
年
度
か
ら
税
率
が

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

◇
一
般
長
期
譲
渡
の
場
合
、
現
行

４
％
（
４
千
万
円
超
部
分
5.5
％
）

が
一
律
3.4
％
に
。

◇
優
良
宅
地
譲
渡
の
場
合
、
現
行

3.4
％
（
４
千
万
円
超
部
分
４
％
）

が
2.7
％
（
２
千
万
円
超
部
分
3.4
％
）

に
。

◇
短
期
譲
渡
の
場
合
、
現
行
９
％

が
６
％
に
。
国
な
ど
へ
の
譲
渡
の

場
合
は
、
現
行
４
％
が
3.4
％
に
。

◆
居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
の
場

合
の
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
制
度

を
拡
充
・
延
長

譲
渡
資
産
に
係

る
住
宅
ロ
U
ン
の
残
高
が
な
い
場

合
を
適
用
対
象
に
追
加
し
た
う

え
、
適
用
期
限
を
平
成
18
年
12
月

31
日
ま
で
延
長
し
ま
し
た
。

◆
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の
繰

越
控
除
制
度
の
創
設

買
い
換
え

に
加
え
、
借
家
へ
の
住
み
替
え
な

ど
に
つ
い
て
も
、
居
住
用
財
産
の

【
個
人
市
民
税
】

◆
非
課
税
限
度
額
の
引
き
下
げ

市
民
税
・
都
民
税
の
均
等
割
非
課

税
限
度
額
の
加
算
部
分
が
24
万
円

か
ら
22
万
円
に
、
所
得
割
非
課
税

限
度
額
の
加
算
部
分
が
36
万
円
か

ら
35
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ

ら
れ
ま
し
た
。

◆
均
等
割
額
の
引
き
上
げ

市
民

税
の
均
等
割
の
年
額
が
、
２
千
500

円
か
ら
３
千
円
に
引
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。

◆
均
等
割
非
課
税
措
置
の
廃
止

生
計
を
一
に
す
る
妻
に
対
す
る
均

等
割
は
非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
こ
の
措
置
を
段
階
的
に
廃

止
し
ま
す
（
平
成
17
年
度
は
１
千

500
円
、
平
成
18
年
度
は
３
千
円
）。

◆
老
年
者
控
除
の
廃
止

老
年
者

控
除
（
現
行
48
万
円
）
が
、
平
成

18
年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
す
。

◆
土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
所
得
に

係
る
税
率
の
引
き
下
げ

次
の
と

譲
渡
損
失
の
金
額
の
う
ち
、
譲
渡

資
産
に
係
る
住
宅
ロ
U
ン
の
残
高

が
譲
渡
価
格
を
超
え
る
場
合
の
そ

の
差
額
を
限
度
と
し
て
譲
渡
損
失

の
繰
越
控
除
を
認
め
る
制
度
を
創

設
し
ま
し
た
。

◆
非
上
場
株
式
等
の
譲
渡
益
に
係

る
税
率

平
成
17
年
度
か
ら
、
４

％
か
ら
3.4
％
に
引
き
下
げ
ま
す
。

∞
市
民
税
課
市
民
税
係
ò
内
線

２
３
４
９

【
固
定
資
産
税
】

◆
家
屋
の
附
帯
設
備
に
対
す
る
固

定
資
産
税
の
課
税

家
屋
の
附
帯

設
備
に
つ
い
て
、
家
屋
の
所
有
者

以
外
の
者
が
平
成
16
年
４
月
１
日

以
後
に
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る

た
め
に
取
り
付
け
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
附
帯
設
備
を
償
却
資

産
と
し
て
、
取
り
付
け
た
者
を
納

税
義
務
者
と
す
る
規
定
の
整
備
を

行
い
ま
し
た
。

∞
資
産
税
課
ò
内
線
２
３
６
２

さ
れ
て
い
る
「
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
専
用
の
納
付
書
」
を

用
い
て
コ
ン
ビ
ニ
納
付
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

従
来
ど
お
り
、
金
融
機
関
、

郵
便
局
で
納
付
す
る
場
合
は

「
納
税
通
知
書
」
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

∞
納
税
課
納
税
管
理
係
ò
内

線
２
４
１
４

º
エ
U
エ
ム
・
ピ
U
エ
ム

º
サ
U
ク
ル
Ｋ

º
サ
ン
ク
ス

º
ス
リ
U
エ
フ

º
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン

º
デ
イ
リ
U
ヤ
マ
ザ
キ

º
フ
ァ
ミ
リ
U
マ
U
ト

º
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

º
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
U
ス

ト
ア

º
ロ
U
ソ
ン

平
成
16
年
度
軽
自
動
車
税
の

納
税
通
知
書
を
５
月
初
め
に
送

付
し
ま
す
。
５
月
31
日
Ã
の
期

限
内
納
付
に
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

廃
棄
・
譲
渡
、
盗
難
車
両
の

納
税
通
知
書
が
届
い
た
方
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

※
公
益
で
利
用
す
る
車
、
障

害
者
世
帯
な
ど
の
車
両
は
減
免

の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。く

わ
し
く
は
市
民
税
課
税
務

管
理
係
ò
内
線
２
３
５
５
へ
。

【
納
付
方
法
】

平
成
16
年
度
分
か
ら
軽
自
動

車
税
は
、
納
税
通
知
書
に
同
封

15
年
度
の
活
動
報
告
会
、
16
年

度
の
総
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
５
月
８
日
—
、
活
動
報
告
会
は

午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分
、
総

会
は
午
後
２
時
40
分
〜
３
時
40

分
、
三
鷹
産
業
プ
ラ
ザ
701
号
会
議

室
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

∞
企
画
経
営
室
平
和
・
女
性

・
国
際
化
推
進
係
ò
内
線
２
１
１

５ 参
加
で
き
ま
す

三
鷹
市
女
性
問
題
懇
談
会

活
動
報
告
会
・
総
会

市
民
な
ど
の
高
環
境
を
目
指
す

活
動
を
支
援
す
る
た
め
設
置
さ
れ

た
環
境
基
金
の
活
用
に
つ
い
て
検

討
す
る
同
委
員
会
を
傍
聴
で
き
ま

す
。

▽
５
月
19
日
Œ
午
前
９
時
か
ら
、

市
役
所
第
三
庁
舎
314
会
議
室
で
。

▼
当
日
、
午
前
８
時
50
分
ま
で
に

三
鷹
市
環
境
基
金

活
用
委
員
会
の
傍
聴

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
納
税
通
知
書

５
月
６
日
œ
に
発
送
し
ま
す

平
成
16
年
度
の
土
地
・
家
屋
・

償
却
資
産
の
納
税
通
知
書
と
課
税

明
細
書
を
５
月
６
日
œ
に
発
送
し

ま
す
。
内
容
を
確
認
の
う
え
、
納

期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

課
税
明
細
書
は
、
証
明
書
の
申

請
や
確
定
申
告
書
作
成
の
参
考
資

料
と
し
て
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
未
利
用
の
方
に
は

申
込
書
を
同
封
し
ま
し
た
の
で
、

こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
共
有
者
用
納
税
通
知
書

土

地
・
家
屋
を
共
有
で
所
有
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
共
有
者
の
方
に
も

納
税
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
す

（
共
有
代
表
者
と
同
一
世
帯
の
場

合
を
除
く
）
。
な
お
、
納
付
書
は

代
表
者
へ
送
付
し
ま
し
た
。

◆
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

５
月
31
日

Ã
ま
で
資
産
税
課
（
市
役
所
２
階

ˆ
番
窓
口
）
で
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
の

規
定
に
基
づ
く
縦
覧
な
ど
で
す
。

◆
縦
覧

５
月
６
日
œ
〜
20
日
œ

の
平
日
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４

時
30
分
、
東
京
都
環
境
局
環
境
影

コ
ン
ビ
ニ
収
納
も
可
能

軽
自
動
車
税
の
納
付
は
５
月
31
日
Ã
ま
で

軽
自
動
車
税

取
扱
コ
ン
ビ
ニ

チ
ェ
U
ン
店
一
覧

不
動
産
登
記
無
料
相
談

東
京
都
市
計
画
道
路
放
射

５
号
線
（
杉
並
区
久
我
山

二
丁
目
〜
久
我
山
三
丁
目

間
）
の
評
価
書
の
縦
覧
等

■市職員の滞納者宅訪問

減
免

物
納
な
ど
特
別
な
事
情
が

あ
る
場
合
、
納
期
限
７
日
前
ま
で

に
申
請
す
る
と
減
免
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
減
免
対
象
は
fl

相
続
税
の
た
め
物
納
さ
れ
た
固
定

資
産
、
‡
震
災
、
風
水
害
、
火
災

な
ど
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
固
定

資
産
、
·
国
や
市
な
ど
が
無
償
で

借
り
受
け
ま
た
は
譲
渡
を
受
け
た

固
定
資
産
な
ど
で
す
。

∞
資
産
税
課
ò
内
線
２
３
６
２

■
市
役
所
内
売
店
の

ア
ル
バ
イ
ト
（
１
人
）

市
役
所
内
売
店
で
の
販
売
・
事

務
作
業
な
ど
。
勤
務
は
月
〜
金
曜

日
午
前
７
時
30
分
〜
午
後
４
時
30

分
（
休
憩
１
時
間
）
。
時
給
は
800

円
〜
900
円
。

く
わ
し
く
は
三
鷹
市
障
害
者
ワ

ー
ク
ク
ラ
ブ
ò
32
―
３
２
３
４

へ
。

◆
時
給

午
後
４
時
ま
で
は
平
日

810
円
、土
・
日
曜
日
、祝
日
は
１
千

円
、
午
後
４
時
以
降
は
100
円
増
。

交
通
費
は
別
途
規
定
に
よ
り
支
給
。

◆
募
集
人
数

５
月
15
日
—
〜
６

月
27
日
À
は
１
人
、
は
が
き
で
登

録
を
お
知
ら
せ
し
、
以
後
、
展
覧

会
開
催
時
に
必
要
に
応
じ
て
連
絡

し
ま
す
。

◆
応
募
方
法

５
月
９
日
À
ま
で

に
、
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
に
早

番
・
遅
番
の
希
望
を
記
入
、
返
信

用
は
が
き
（
宛
名
明
記
）
を
同
封

し
、
「
〒
181
―
０
０
１
２
上
連
雀

６
―
12
―
14
三
鷹
市
芸
術
文
化
セ

ン
タ
U
臨
時
職
員
担
当
宛
」
へ
直

接
ま
た
は
郵
送
で
申
し
込
む
。
応

募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

※
５
月
６
日
œ
、
７
日
–
は
休

館
日
。

∞
同
セ
ン
タ
U
ò
47
―
９
１
０

０

５月７日–～16日À

に、平日の窓口延長と

土・日曜日の臨時窓口の

開設をします。納税相談

や納税をしたいが、土・

日曜日もしくは午後５時

以降しか時間が取れない

という方はぜひご利用く

ださい。

なお、この期間には納

税課職員による訪問・電

話催告を行いますので、

早期納付にご協力をお願

いします。

◆平日 午前８時30分

～午後７時30分

◆土・日曜日 ５月８日

—、９日À、15日—、

16日À午前９時～午後

５時

◆場所・納付（納入）で

きる税目

◇市民税・都民税（普通

徴収・特別徴収）、固定

資産税・都市計画税（償

却資産を含む）、軽自動

車税、法人市民税につい

ては納税課（市役所２階

Û番窓口）で。

◇国民健康保険税につい

ては保険課（市役所１階

Á番窓口）で。

毎
月
１
回
開
催
し
て
い
ま
す
。

▽
５
月
12
日
Œ
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
、
武
蔵
野
ス
イ
ン
グ
ビ

ル
10
階
ス
カ
イ
ル
U
ム
１
（
武
蔵

境
駅
北
口
）
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

∞
東
京
土
地
家
屋
調
査
士
会
武

蔵
野
支
部
ò
33
―
０
７
５
５
・
東

京
司
法
書
士
会
武
蔵
野
支
部
ò
22

―
０
７
４
３

響
評
価
課
（
都
庁
第
二
本
庁
舎
８

階
）
、
多
摩
環
境
事
務
所
（
立
川

合
同
庁
舎
４
階
）
、
三
鷹
市
環
境

対
策
課（
市
役
所
５
階
X
番
窓
口
）

で
。

◆
閲
覧

５
月
６
日
œ
〜
20
日
œ

の
各
施
設
開
館
時
間
、
相
談
・
情

報
セ
ン
タ
U

（
市
役
所
２
階
）
、

三
鷹
台
市
政
窓
口
、東
部
図
書
館
、

東
社
会
教
育
会
館
で
。

∞
東
京
都
環
境
影
響
評
価
課
ò

03
―
５
３
８
８
―
３
４
４
０

直
接
会
場
へ
。

∞
環
境
対
策
課
ò
内
線
２
５
２

４

市
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た

東
京
都
全
体
で
の
募
集
で

す
。

◆
募
集
戸
数

fl
世
帯
向
（
一

般
募
集
住
宅
）
１
千
490
戸
、
‡

定
期
使
用
住
宅
（
若
年
フ
ァ
ミ

リ
U
向
）
25
戸
、
·
若
年
フ
ァ

ミ
リ
U
向
40
戸

◆
申
込
書
・
募
集
案
内
の
配
布

５
月
６
日
œ
〜
14
日
–
（
土

・
日
曜
日
を
除
く
）
、
ま
ち
づ

く
り
建
築
課
（
市
役
所
５
階
）、

各
市
政
窓
口
（
三
鷹
駅
市
政
窓

口
は
、
平
日
は
午
後
７
時
30
分

ま
で
、
８
日
—
は
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
に
配
布
）
、
都

庁
、
都
内
区
市
町
村
役
場
、
東

京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン

タ
U
な
ど
で
。

▼
５
月
17
日
Ã
ま
で
に
渋
谷
郵

便
局
に
届
い
た
申
込
書
に
限
り

受
け
付
け
（
直
接
申
し
込
み
不

可
）。くわ

し
く
は
募
集
案
内
で
。

∞
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募

集
セ
ン
タ
U
（
５
月
14
日
–
ま

で
）
ò
０
５
７
０
―
０
１
０
８

１
０
・
三
鷹
市
ま
ち
づ
く
り
建

築
課
住
宅
対
策
係
ò
内
線
２
８

６
７

都
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

市の職員が滞納者宅を

訪問し早期納付のお願い

をしていますが、他自治

体で職員と偽って訪問す

る事例が発生していま

す。職員は身分証明書を

持っていますので、ご確

認ください。

≥納税課ò内線2421・

保険課ò内線2391


